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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブル管理装置と、
　前記ケーブル管理装置に取り外し可能に接続される支持装置と、
　を含むケーブル管理アセンブリであって、
　前記ケーブル管理装置及び前記支持装置のうちの一方は２つの係合部材を含み、前記ケ
ーブル管理装置及び前記支持装置のうちの他方は取り付け部材を含み、該取り付け部材は
該２つの係合部材のうちの一方に取り外し可能に接続されるように構成されている、ケー
ブル管理アセンブリ。
【請求項２】
　前記２つの係合部材のうちの一方と前記取り付け部材とは、第１の状態にある弾性部材
を介して互いに係合し、該弾性部材に対して前記第1の状態から第2の状態に変わるように
力に加えられると、前記取り付け部材は、前記２つの係合部材のうちの前記一方から外れ
ることができる、請求項１に記載のケーブル管理アセンブリ。
【請求項３】
　前記ケーブル管理装置は第１のアーム、第２のアーム及び接続部材を含み、該接続部材
は第１の接続部及び第２の接続部を含み、該第１の接続部及び該第２の接続部は、前記第
１のアームの第１の端部及び前記第２のアームの第１の端部にそれぞれ可動に取り付けら
れるように構成され、前記接続部材の第１の接続部及び第２の接続部は、前記第１のアー
ムの第１の端部及び前記第２のアームの第１の端部にそれぞれ枢結され、前記ケーブル管
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理装置の接続部材は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に位置する中間部をさ
らに含み、前記２つの係合部材は、前記中間部の２つの位置にそれぞれ配置され、前記第
１のアーム、前記第２のアーム及び前記接続部材のうちの１つに少なくとも１つのケーブ
ル管理部が配置される、請求項１に記載のケーブル管理アセンブリ。
【請求項４】
　前記支持装置は少なくとも１つの支持ロッドを含み、前記取り付け部材は該少なくとも
１つの支持ロッドに配置され、前記第１のアームの輪郭形状と前記第２のアームの輪郭形
状とは異なり、前記第１のアームの第２の端部及び前記第２のアームの第２の端部に第１
の補助部材及び第２の補助部材がそれぞれ配置され、該第１の補助部材及び該第２の補助
部材は前記ケーブル管理装置を第１の物体及び第２の物体にそれぞれ取り付けるよう構成
され、前記第１の補助部材及び前記第２の補助部材は前記第１のアームの第２の端部及び
前記第２のアームの第２の端部にそれぞれ枢結されるように構成されている、請求項３に
記載のケーブル管理アセンブリ。
【請求項５】
　前記取り付け部材は、前記少なくとも１つの支持ロッドに配置され、前記少なくとも１
つの支持ロッドの端部に隣接して第３の補助部材が配置され、該第３の補助部材は前記支
持装置を第３の物体に取り付けるように構成され、該第３の補助部材は、前記少なくとも
１つの支持ロッドの端部に枢結される、請求項４に記載のケーブル管理アセンブリ。
【請求項６】
　第１のスライドレールアセンブリ及び第２のスライドレールアセンブリに適用可能なケ
ーブル管理アセンブリであって、該第１のスライドレールアセンブリ及び該第２のスライ
ドレールアセンブリのそれぞれは第１のレールと、該第１のレールに対して可動な第２の
レールとを含み、当該ケーブル管理アセンブリは、
　第１のアーム、第２のアーム及び接続部材を含むケーブル管理装置であって、該第１の
アーム及び該第２のアームのそれぞれは第１の端部及び第２の端部を有し、該接続部材は
第１の接続部及び第２の接続部を含み、該第１の接続部及び該第２の接続部は、該第１の
アームの第１の端部及び該第２のアームの第１の端部にそれぞれ枢結される、ケーブル管
理装置と、
　前記第１のアームの第２の端部及び前記第２のアームの第２の端部にそれぞれ配置され
る第１の補助部材及び第２の補助部材であって、該第１の補助部材及び該第２の補助部材
は、前記第１のスライドレールアセンブリ及び前記第２のスライドレールアセンブリのう
ちの一方の第１のレール及び第２のレールにそれぞれ前記ケーブル管理装置を取り付ける
ように構成されている、第１の補助部材及び第２の補助部材と、
　前記ケーブル管理装置に取り外し可能に接続される支持装置であって、該支持装置は少
なくとも１つの支持ロッドを含む、支持装置と、
　前記少なくとも１つの支持ロッドに配置される第３の補助部材であって、該第３の補助
部材は、前記第１のスライドレールアセンブリ及び前記第２のスライドレールアセンブリ
のうちの他方の第１のレールに前記支持装置を取り付けるように構成されている、第３の
補助部材と、
　前記ケーブル管理装置及び前記支持装置のうちの一方に配置される２つの係合部材と、
　前記ケーブル管理装置及び前記支持装置のうちの他方に配置される取り付け部材であっ
て、該取り付け部材は、前記２つの係合部材のうちの一方に取り外し可能に接続されるよ
うに構成されている、取り付け部材と、
　を含む、ケーブル管理アセンブリ。
【請求項７】
　前記２つの係合部材のうちの一方と前記取り付け部材とは、第１の状態にある弾性部材
を介して互いに係合し、該弾性部材に対して前記第１の状態から第２の状態に変わるよう
に力に加えられると、前記取り付け部材は、前記２つの係合部材のうちの前記一方から外
れることができる、請求項６に記載のケーブル管理アセンブリ。
【請求項８】



(3) JP 6871992 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

　前記２つの係合部材は、前記ケーブル管理装置の接続部材の上側位置及び下側位置にそ
れぞれ配置され、前記取り付け部材は、前記少なくとも１つの支持ロッドに配置される、
請求項６に記載のケーブル管理アセンブリ。
【請求項９】
　前記第１の補助部材及び前記第２の補助部材は、前記第１のアームの第２の端部及び前
記第２のアームの第２の端部にそれぞれ枢結され、前記第３の補助部材は、前記少なくと
も１つの支持ロッドの端部に枢結される、請求項６に記載のケーブル管理アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はケーブル管理アセンブリに関し、より具体的にはスライドレールのためのケー
ブル管理アセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、支持フレームと、折り畳み及び展開が可能なケーブル管理アームとを
含むケーブル管理アーム支持装置が開示されている。支持フレームは伸縮可能であり、ケ
ーブル管理アームを支持するように構成されている。ケーブル管理アーム及び支持フレー
ムは接続されておらず、２つの別個の構成要素である。しかしながら、上記の構成によれ
ば、ケーブル管理アーム及び支持フレームの取り付け方向は仕様により制限されており、
支持フレーム及びケーブル管理アームの対応スライドレールは、右側スライドレールと左
側スライドレールとの間で互換性がない。
【０００３】
　特許文献２には、フレームを介して互いに枢結された２つのケーブル管理アームを含む
ケーブル管理アームが開示されている。２つのケーブル管理アームは、第１のスライドレ
ールアセンブリの固定レール及び可動レールにそれぞれ第１の連結部材及び第２の連結部
材を介して接続される。他方、支持装置（例えば、互いに対して伸縮可能な２つの支持部
材）は、フレームを介して２つのケーブル管理アームの底部を支持する。さらに、支持装
置は、スライドブロックを介して２つのケーブル管理アームの底部に枢結されている。す
なわち、ケーブル管理アームは、破壊しない限り支持装置から取り外すことができない。
ケーブル管理アームの配置は、右側スライドレールと左側スライドレールとの間で対応す
るスライドレールを入れ替えることができるが、支持装置及びケーブル管理アームの仕様
により一定の範囲内で一貫して平坦でなければならない。ケーブル管理アームが湾曲した
伸長アームの形態である場合、右側スライドレールと左側スライドレールとの間で対応す
るスライドレールを入れ替えることによりシャーシの後ろの特定の位置で利用可能な空間
が圧迫される。ケーブル管理アームとシャーシの後ろのいくつかのコンポーネントとの間
に障害が生じることもあり得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８１８６６３４号明細書
【特許文献２】米国特許第９０７２１９０号明細書
【特許文献３】米国特許第１０３８９１００号明細書
【特許文献４】米国特許第１０２９２３０１号明細書
【特許文献５】米国特許第９３８３０３８号明細書
【特許文献６】米国特許第９１６７７１７号明細書
【特許文献７】米国特許第９１４４１７４号明細書
【特許文献８】米国特許第９０７２１９４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　従って、市場の様々な要求のために、支持装置とケーブル管理アームとの間の接続方法
を変えることは、ケーブル管理製品の利用可能な効率を改善し得る。
【０００６】
　本発明は、利用可能な効率が改善されたケーブル管理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態によれば、ケーブル管理アセンブリはケーブル管理装置及び支持装
置を含む。支持装置はケーブル管理装置に取り外し可能に接続される。
【０００８】
　本発明の別の実施形態によれば、ケーブル管理アセンブリは第１のスライドレールアセ
ンブリ及び第２のスライドレールアセンブリに適用可能である。第１のスライドレールア
センブリ及び第２のスライドレールアセンブリのそれぞれは第１のレール及び第２レール
を含む。第２のレールは第１のレールに対して可動である。ケーブル管理アセンブリはケ
ーブル管理装置、第１の補助部材、第２の補助部材、支持装置、第３の補助部材、２つの
係合部材及び取り付け部材を含む。ケーブル管理装置は第１のアーム、第２のアーム及び
接続部材を含む。第１のアーム及び第２のアームのそれぞれは第１の端部及び第２の端部
を有する。接続部材は第１の接続部及び第２の接続部を含む。第１の接続部及び第２の接
続部は、第１のアームの第１の端部及び第２のアームの第１の端部にそれぞれ枢結される
。第１の補助部材及び第２の補助部材は第１のアームの第２の端部及び第２のアームの第
２の端部にそれぞれ配置される。第１の補助部材及び第２の補助部材は、第１のスライド
レールアセンブリ及び第２のスライドレールアセンブリのうちの一方の第１のレール及び
第２のレールにそれぞれケーブル管理装置を取り付けるように構成されている。支持装置
はケーブル管理装置に取り外し可能に接続される。支持装置は少なくとも１つの支持ロッ
ドを含む。第３の補助部材は少なくとも１つの支持ロッドに配置される。第３の補助部材
は、第１のスライドレールアセンブリ及び第２のスライドレールアセンブリのうちの他方
の第１のレールに支持装置を取り付けるように構成されている。２つの係合部材はケーブ
ル管理装置及び支持装置のうちの一方に配置される。取り付け部材はケーブル管理装置及
び支持装置のうちの他方に配置される。取り付け部材は、２つの係合部材のうちの一方に
取り外し可能に接続される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　様々な図面に図示する下記の好ましい実施形態の詳細な説明を読み終えた後、本発明の
上記の目的及び他の目的が当業者に間違いなく明らかになる。
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るケーブル管理アセンブリを示す概略図である
。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係るケーブル管理アセンブリを示す分解図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に係る、取り付け部材と２つの係合部材のうちの１
つとの間の取り付け工程を示す図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態に係る、取り付け部材と２つの係合部材のうちの１
つとの間の取り付け工程を示す図であり、取り付け部材はガイド区画を介して２つの係合
部材のうちの１つに当接している。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に係る、２つの係合部材のうちの１つに取り付けら
れた取り付け部材を示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に係る、２つのスライドレールアセンブリに適用さ
れたケーブル管理アセンブリを示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態に係る、所定の状態にあるとともにラックシステム
の２つのスライドレールアセンブリに適用可能なケーブル管理アセンブリを示す図である
。
【図８】図８は、本発明の一実施形態に係る、別の所定状態にあるとともにラックシステ
ムの２つのスライドレールアセンブリに適用可能なケーブル管理アセンブリを示す図であ
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る。
【図９】図９は、本発明の一実施形態に係る、さらに別の所定の状態あるとともにラック
システムの２つのスライドレールアセンブリに適用可能なケーブル管理アセンブリを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１及び図２に示すように、本発明の一実施形態に係るケーブル管理アセンブリは、ケ
ーブル管理装置２２及び支持装置２４を含む。支持装置２４は、取り外し可能にケーブル
管理装置２２に接続されている。
【００１１】
　具体的には、ケーブル管理装置２２及び支持装置２４のうちの一方は２つの係合部材（
例えば、第１の係合部材２６ａ及び第２の係合部材２６ｂ）を含む。ケーブル管理装置２
２及び支持装置２４のうちの他方は、第１の係合部材２６ａ及び第２の係合部材２６ｂの
うちの一方に接続されるように構成された取り付け部材２８を含む。本実施形態では、ケ
ーブル管理装置２２が、実質的に同一の構造構成を有する第１の係合部材２６ａ及び第２
の係合部材２６ｂを含み、支持装置２４が取り付け部材２８を含むが、本発明はこのよう
な構成に限定されない。
【００１２】
　ケーブル管理装置２２は、第１のアーム３０、第２のアーム３２及び接続部材３４を含
むことが好ましい。第１のアーム３０は第１の端部３０ａ及び第２の端部３０ｂを含む。
第２のアーム３２は第１の端部３２ａ及び第２の端部３２ｂを含む。接続部材３４は、第
１のアーム３０の第１の端部３０ａ及び第２のアーム３２の第１の端部３２ａにそれぞれ
可動に取り付けられるように構成された第１の接続部３４ａ及び第２の接続部３４ｂを含
む。本実施形態では、接続部材３４の第１の接続部３４ａ及び第２の接続部３４ｂは、第
１のシャフト部材３６及び第２のシャフト部材３８を介して、第１のアーム３０の第１の
端部３０ａ及び第２のアーム３２の第１の端部３２ａにそれぞれ枢結される。
【００１３】
　ケーブル管理装置２２の接続部材３４は、第１の接続部３４ａと第２の接続部３４ｂと
の間に位置する中間部３４ｃをさらに含むことが好ましい。第１の係合部材２６ａ及び第
２の係合部材２６ｂは、中間部３４ｃ上の２つの位置にそれぞれ配置される。例えば、第
１の係合部材２６ａは、中間部３４ｃの上側位置に配置され、第２の係合部材２６ｂは、
中間部３４ｃの下側位置に配置される。本実施形態では、上側位置及び下側位置は、実施
形態の構造構成を理解できるよう例示的に説明するためのものであり、本発明はこのよう
な構成に限定されない。
【００１４】
　支持装置２４は、ケーブル管理装置２２の底部を支持するように構成されていることが
好ましい。例えば、支持装置２４が（図１に示すように）取り付け部材２８を介して第２
の係合部材２６ｂに接続されている場合、支持装置２４はケーブル管理装置２２の底部を
支持することができ、ケーブル管理アセンブリは第１の所定の状態にある。あるいは、ケ
ーブル管理装置２２が１８０度回転され（例えば上下反転）、支持装置２４が取り付け部
材２８を介して第１の係合部材２６ａに接続されている場合、支持装置２４は依然として
ケーブル管理装置２２の底部を支持することができ、ケーブル管理アセンブリは第２の所
定の状態にある。
【００１５】
　支持装置２４は少なくとも１つの支持ロッドを含むことが好ましい。本実施形態では、
支持装置２４は第１の支持ロッド４０及び第２の支持ロッド４２を含む。第１の支持ロッ
ド４０及び第２の支持ロッド４２は、互いに対して伸縮可能である。他方、取り付け部材
２８は、少なくとも１つの支持ロッドに配置される。例えば、取り付け部材２８はベース
本体４１に接続され、ベース本体４１は、接続シャフト４３を介して第１の支持ロッド４
０に枢結されている。
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【００１６】
　第１のアーム３０、第２のアーム３２及び接続部材３４のうちの１つに少なくとも１つ
のケーブル管理部４４が設けられることが好ましい。本実施形態では、第１のアーム３０
、第２のアーム３２及び接続部材３４の全てがケーブル管理部４４を有する。少なくとも
１つのケーブル管理部４４は、第１のアーム３０、第２のアーム３２及び接続部材３４に
取り付けられる追加の部品であり得る。あるいは、少なくとも１つのケーブル管理部４４
は、第１のアーム３０、第２のアーム３２及び接続部材３４に取り付けられるコード又は
ケーブルの結束体（tie）であってもよいが、本発明はこのような構成に限定されない。
加えて、第１のアーム３０の輪郭形状と第２のアーム３２の輪郭形状とは異なる。
【００１７】
　第１の補助部材４６及び第２の補助部材４８が第１のアーム３０の第２の端部３０ｂ及
び第２のアーム３２の第２の端部３２ｂにそれぞれ配置されることが好ましい。第１の補
助部材４６及び第２の補助部材４８は、それぞれケーブル管理装置２２を第１の物体及び
第２の物体に取り付けるように構成されている。第１の補助部材４６及び第２の補助部材
４８は、第１のアーム３０の第２の端部３０ｂ及び第２のアーム３２の第２の端部３２ｂ
にそれぞれ枢結される。図１に示すように、第１の補助部材４６は、第３のシャフト５０
を介して第１のアーム３０の第２の端部３０ｂに枢結され、第２の補助部材４８は、第４
のシャフト５２を介して第２のアーム３２の第２の端部３２ｂに枢結されている。
【００１８】
　第３の補助部材５４は、第２の支持ロッド４２の端部に隣接して配置されることが好ま
しい。第３の補助部材５４は、支持装置２４を第３の物体に取り付けるように構成されて
いる。第３の補助部材５４は第２の支持ロッド４２に枢結される。例えば、Ｌ字状の支持
部材５６が第２の支持ロッド４２の端部に隣接して接続される。具体的には、Ｌ字状の支
持部材５６が第２の支持ロッド４２に対して回転可能となるようにＬ字形の支持部材５６
の水平部分に第５のシャフト５８ａが枢結される。第３の補助部材５４は、第３の補助部
材５４がＬ字状の支持部材５６に対して回転可能となるように第６のシャフト５８ｂを介
してＬ字状の支持部材５６の垂直部分に枢結される。
【００１９】
　図３、図４及び図５に示すように、取り付け部材２８は、第１の係合部材２６ａ及び第
２の係合部材２６ｂのうちの一方に接続されるように構成されている。本実施形態では、
第１の係合部材２６ａ及び第２の係合部材２６ｂは、実質的に同じ構造構成を有する。簡
略化のために、取り付け部材２８がどのように第２の係合部材２６ｂに接続されるかのみ
を説明する。
【００２０】
　第１の係合部材２６ａ及び第２の係合部材２６ｂのうちの一方は、第１の状態Ｓ１にあ
る弾性部６０を介して取り付け部材２８と係合することが好ましい。本実施形態では、第
１の係合部材２６ａ及び第２の係合部材２６ｂの双方は弾性部６０を有し、取り付け部材
２８及び弾性部６０のうちの一方はガイド区画６２を有する。ガイド区画６２は傾斜面又
は弧面を有することが好ましい。
【００２１】
　さらに、取り付け部材２８が第２の係合部材２６ｂの（図３に示す）第１の状態Ｓ１に
ある弾性部６０に取り付けられるために取り付け方向Ｄ１に沿って動かされ、取り付け部
材２８が第２の係合部材２６ｂの弾性部６０に当接するようにガイド区画６２を介してガ
イドされると、第２の係合部材２６ｂの弾性部６０は、取り付け部材２８が（図５に示す
）取り付け位置に移動するために取り付け方向Ｄ１に沿ってさらに動かされるまで、第１
の状態Ｓ１でなくなるように（例えば第２の状態Ｓ２になるように（弾性部６０は、図４
に示すように第２の状態Ｓ２で弾性力を蓄積する））所定の角度偏向される。弾性部６０
は弾性力を放って、再び第１の状態Ｓ１になる。弾性部６０は、取り付け部材２８が第２
の係合部材２６ｂに接続されるように、弾性部６０の係合区画６４を介して取り付け部材
２８と係合する。図３から図５に示すように、取り付け部材２８は第１の取り付けアーム
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２８ａ、第２の取り付けアーム２８ｂ、締結部２８ｃ、第１の固定部２８ｄ及び第２の固
定部２８ｅを含む。第１の取り付けアーム２８ａの端部及び第２の取り付けアーム２８ｂ
の端部は、締結部２８ｃの両端に接続されている。第１の固定部２８ｄは、第１の取り付
けアーム２８ａの他端に接続されている。第２の固定部２８ｅは、第１の固定部２８ｄの
反対側の第２の取り付けアーム２８ｂの他端に接続されている。加えて、第１の固定部２
８ｄ及び第２の固定部２８ｅは、間隙２８ｆだけ離間されている。弾性部６０は押圧部６
０ａ及び２つの係合区画６４を含む。押圧部６０ａは２つの係合区画６４を接続し、間隙
２８ｆに対応する。２つの係合区画６４は、第１の固定部２８ｄ及び第２の固定部２８ｅ
にそれぞれ対応する。したがって、取り付け部材２８が第２の係合部材２６ｂに接続され
ている間、押圧部６０ａは間隙２８ｆを通り、２つの係合区画６４は、第１の固定部２８
ｄの壁及び第２の固定部２８ｅの壁にそれぞれ係合する。
【００２２】
　なお、第１の状態Ｓ１から（図４に示す）第２の状態Ｓ２に変化するように弾性部６０
に力に加えられる（例えば、弾性部６０の押圧部６０ａが加圧される）と、第２の係合部
材２６ｂは（図３に示すように）取り付け部材２８から外すことができる。具体的には、
ユーザーが取り付け部材２８を第２の係合部材２６ｂから取り外す場合、ユーザーは、弾
性部６０を（図４に示す）第２の状態Ｓ２にして取り付け部材２８を取り付け方向Ｄ１と
反対方向に移動させ、（図３に示すように）第２の係合部材２６ｂから取り外すことがで
きるようにするのに弾性部６０を押すだけでよい。なお、取り付け部材２８と第１の係合
部材２６ａとの取り付け及び取り外しの工程と、取り付け部材２８と第２の係合部材２６
ｂとの取り付け及び取り外しの工程とは実質的に同じであるため、簡略化のためにさらな
る説明は省略する。
【００２３】
　図６に示すように、ケーブル管理アセンブリは、第１のスライドレールアセンブリ６６
及び第２のスライドレールアセンブリ６８に適用可能である。第１のスライドレールアセ
ンブリ６６及び第２のスライドレールアセンブリ６８のそれぞれは、第１のレール７０と
、第１のレール７０に対して長手方向に可動な第２のレール７２をと含む。第１のスライ
ドレールアセンブリ６６及び第２のスライドレールアセンブリ６８のそれぞれは、第１の
レール７０と第２のレール７２との間に可動に取り付けられる第３のレール７４をさらに
含むことが好ましい。第３のレール７４は、第１のレール７０に対して第２のレール７２
の移動距離を延ばすように構成されている。
【００２４】
　さらに、第１の補助部材４６は、ケーブル管理装置２２を第１のスライドレールアセン
ブリ６６の第１のレール７０に取り付けるように構成されている。第２の補助部材４８は
、ケーブル管理装置２２を第１のスライドレールアセンブリ６６の第２のレール７２に取
り付けるように構成されている。他方、第３の補助部材５４は、支持装置２４を第２のス
ライドレールアセンブリ６８の第１のレール７０に取り付けるように構成されている。取
り付け部材２８は、第２の係合部材２６ｂに取り外し可能に接続されている。視線の角度
の関係で、取り付け部材２８及び第２の係合部材２６ｂは図６に示されていない。
【００２５】
　図７に示すように、第１のスライドレールアセンブリ６６の第１のレール７０の前部及
び後部と、第２のスライドレールアセンブリ６８の第１のレール７０の前部及び後部とは
、それぞれ第１のブラケット７８及び第２のブラケット８０を介してラック８２（又はキ
ャビネット）の第１のポスト８２ａ及び第２のポスト８２ｂに取り付けられている。第１
のスライドレールアセンブリ６６の第２のレール７２及び第２のスライドレールアセンブ
リ６８の第２のレール７２は保持物体７６（電子機器等）を保持する。さらに、ケーブル
管理アセンブリは保持物体７６の後ろに位置する。ケーブル管理アセンブリは、少なくと
も１つのケーブル管理部４４を介して、保持物体７６の後ろでケーブル（図示せず）を管
理するように構成されている。場合によってラック８２に環境物体（environmental　obj
ect）８４が存在することがある。したがって、ケーブル管理アセンブリが第２の所定の
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状態にある場合、支持装置２４は、取り付け部材２８を介して第１の係合部材２６ａに接
続されている（図７では第２の係合部材２６ｂが省略されている）。支持装置２４はケー
ブル管理装置２２の底部を支持する。ケーブル管理アセンブリが第２の所定の状態にある
場合、ケーブル管理装置２２は、（第１のアーム３０の輪郭形状と第２のアーム３２の輪
郭形状とが異なるために）を環境物体８４妨げることがある。例えば、第２のアーム３２
が環境物体８４を妨げる。
【００２６】
　図７のケーブル管理装置２２の第１のアーム３０及び第２のアーム３２の位置と比べて
、ケーブル管理装置２２が１８０度回転（例えば上下反転）されると、回転に伴い第１の
アーム３０及び第２のアーム３２の位置が（図８に示すように）変化する。支持装置２４
は、取り付け部材２８を介して第２の係合部材２６ｂ（図８では第１の係合部材２６ａを
省略している）に接続できる。支持装置２４は、ケーブル管理装置２２の底部を支持する
。ケーブル管理アセンブリが第１の所定の状態にある場合、ケーブル管理装置２２は、第
１のアーム３０を介して環境物体８４を妨げることはない。
【００２７】
　図９に示すように、ケーブル管理アセンブリの左側位置及び右側位置も、（図７の実施
タイプと比べて）互いに入れ替えることができる。例えば、ケーブル管理アセンブリの左
側位置及び右側位置が変更されると、第１の補助部材４６は、ケーブル管理装置２２を第
２のスライドレールアセンブリ６８の第２のレール７２に取り付けるよう構成することが
でき、第２の補助部材４８は、ケーブル管理装置２２を第２のスライドレールアセンブリ
６８の第２のレール７２に取り付けるように構成することができる。他方、第３の補助部
材５４は、支持装置２４を第１のスライドレールアセンブリ６６の第１のレール７０に取
り付けるように構成されている。ケーブル管理装置２２が第１のアーム３０を介して環境
物体８４を妨げることがないように、環境の要件に応じてケーブル管理アセンブリの左側
位置及び右側位置を互いに入れ替えることができる。
【００２８】
　従来技術と比較して、本実施形態のケーブル管理アセンブリは以下の観点から従来技術
に勝る利点がある。
【００２９】
　１）第１の係合部材２６ａ又は第２の係合部材２６ｂに取り外し可能に接続される取り
付け部材２８を通じて、ケーブル管理装置２２と支持装置２４とを互いに取り付けること
ができる。上記の構成によれば、利用可能な効率を改善するため環境要件を満たすために
ケーブル管理アセンブリの所定の状態を少なくとも２つの所定の状態（例えば、図７及び
図８の２つの所定の状態）から選ぶことができる。
【００３０】
　２）第１の補助部材４６、第２の補助部材４８及び第３の補助部材５４が回転可能であ
ることを通じて、ケーブル管理アセンブリの左側位置及び右側位置を入れ替えて、代替的
に第１のスライドレールアセンブリのレール又は第２のスライドレールアセンブリのレー
ルに取り付けることができる。
【００３１】
　当業者であれば、本発明の教示を維持しながら多くの変更及び改良が装置及び方法に加
えられ得ることに容易に気付く。従って、上記の開示は、添付の請求項の範囲によっての
み限定されると解釈すべきである。
【符号の説明】
【００３２】
２２　ケーブル管理装置
２４　支持装置
２６　係合部材
２８　取り付け部材
３０　第１のアーム
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３２　第２のアーム
３４　接続部材
３６　第１のシャフト部材
３８　第２のシャフト部材
４０　第１の支持ロッド
４２　第２の支持ロッド
４４　ケーブル管理部
４６　第１の補助部材
４８　第２の補助部材
５０　第３のシャフト
５２　第４のシャフト
５４　第３の補助部材
５６　支持部材
６０　弾性部
６２　ガイド区画
６４　係合区画
６６　第１のスライドレールアセンブリ
６８　第２のスライドレールアセンブリ
７０　第１のレール
７２　第２のレール
７４　第３のレール
７６　保持物体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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